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平成 22 年６月１日

各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号

イ ー ・ ギ ャ ラ ン テ ィ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 江 藤 公 則

（コード番号：８７７１）

問 合 せ 先 ： 常 務 取 締 役 馬 場 豊 吉

電 話 番 号 ： （ 0 3 ） 5 4 4 7 - 3 5 7 7

東京センチュリーリース株式会社との業務提携に関するお知らせ

当社は、東京センチュリーリース株式会社（東京都港区、代表取締役社長：浅田

俊一、以下「東京センチュリーリース」という。）と「売掛債権保証サービス

（ サービス名称： eG保証サービス） 」の紹介に関して業務提携契約を

締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．業務提携の目的

当社と東京センチュリーリースは、本提携を通じてお互いの事業を

さらに発展させることを目的に業務提携を行うことにいた しま し た。

東京センチュリーリースは、商社・金融機関・保険会社等の多様な

大株主を有するとともに、メーカー系の営業基盤を兼ね備えた、業界

トップクラスのリース会社であります。また、昨年８月に当社プレス

リリースにて発表致しました通り、同社は保証付手形買取スキームの

提携金融機関であります。

一方、当社はこれまで信用リスク受託ビジネスにおける裾野拡大を

目指し、積極的に提携を進めてまいりました。その結果、平成 22 年

６月現在、大手の都市銀行や信託銀行、証券会社を始め、全国各地の

地方銀行、大手金融機関や一般企業の保険代理店、商社を始めとする

一般企業等と業務提携を行い、全国的な販売網を構築して おり ま す。

今回の提携により、当社は東京センチュリーリースの強固かつ広範

な顧客基盤を活用し「売掛債権保証サービス（ eG 保証サービス）」の
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更なる販売強化が可能となります。

今後につきましても、当社は引き続き複数のリース会社、ノンバン

ク等との業務提携を進めることで、商取引債権の保全ニーズに加え、

手形買取を通じた資金調達ニーズまで幅広く応えて参ります。

２．業務提携の内容

当社と東京センチュリーリースとの間で「ビジネス・マッチング契約」を締

結し、東京センチュリーリースが当社の「売掛債権保証サービス（eG 保証サー

ビス）」の紹介業務を行うものであります。

３．「売掛債権保証サービス（eG 保証サービス）」の概要

「売掛債権保証サービス（eG 保証サービス）」とは、当社と保証契

約を締結するお客様の商取引において発生する売掛債権が、倒産等に

より焦げ付きが発生した際、設定した支払限度額を上限に保証金を履

行するサービスとなります。

４．業務提携の相手先の概要

(1)名称 : 東京センチュリーリース株式会社

(2)所在地 : 東京都港区

(3)代表者 : 代表取締役社長：浅田 俊一

(4)事業内容 : 賃貸事業、割賦販売事業、営業貸付事業、その他の事業

(5)設立年月日 : 昭和 44 年７月

(6)資本金 : 34,231 百万円

５．契約締結日

平成 22 年６月１日

６．当サービスの紹介業務の開始日

平成 22 年６月１日

７．今後の業績に与える影響

今後の業績に与える影響につきましては、軽微であると認識してお

ります。

以 上


